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(57)【要約】
【課題】天井や壁面の高い位置に付着した塵埃を舞い上
がらせることなく、吸引除去することが可能な電気掃除
機用吸込具及びそれを備えた電気掃除機を提供する。
【解決手段】吸引パイプ１０９が着脱自在に取り付けら
れる継手１２が一端側に設けられ、塵埃を吸引するため
の開口部１３が他端側に設けられ、開口部１３の先端に
吸込口１４が形成される吸込具本体１１と、開口部１３
内に設けられ、複数の翼部１６と、複数の翼部１６の一
端が取り付けられた回転軸１８とをそれぞれ備え、吸込
口１４からの吸気流により回転する複数の風車１５と、
風車１５の少なくとも複数の翼部１６の他端に取り付け
られた複数の毛束１７と、回転軸１８を吸込具本体１１
に取り付ける支持部１９とを備えたものである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引パイプが着脱自在に取り付けられる継手が一端側に設けられ、塵埃を吸引するため
の開口部が他端側に設けられ、前記開口部の先端に吸込口が形成される吸込具本体と、
　前記開口部内に設けられ、複数の翼部と、前記複数の翼部の一端が取り付けられた回転
軸とをそれぞれ備え、前記吸込口からの吸気流により回転する複数の風車と、
　前記風車の少なくとも前記複数の翼部の他端に取り付けられた複数の毛束と、
　前記回転軸を前記吸込具本体に取り付ける支持部と
　を備えたことを特徴とする電気掃除機用吸込具。
【請求項２】
　前記複数の翼部の他端が前記吸込口よりも内側となるように配置され、前記複数の毛束
の長さを前記吸込口から突出する長さとしたこと
　を特徴とする請求項１に記載の電気掃除機用吸込具。
【請求項３】
　前記複数の翼部の一端と他端との間に、前記回転軸と略平行に植毛された複数の翼部毛
束を有すること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の電気掃除機用吸込具。
【請求項４】
　吸引パイプが着脱自在に取り付けられる継手が一端側に設けられ、塵埃を吸引するため
の開口部が他端側に設けられ、前記開口部の先端に吸込口が形成される吸込具本体と、
　複数の第１翼部と、前記複数の第１翼部の一端が取り付けられた第１回転軸とを備えた
少なくとも１つの第１風車と、
　前記複数の第１翼部の他端に取り付けられた複数の第１毛束と、
　複数の第２翼部と、前記複数の第２翼部の一端が取り付けられた第２回転軸とをそれぞ
れ備えた少なくとも２つの第２風車と、
　前記複数の第２翼部の他端に取り付けられた複数の第２毛束と、
　前記第１回転軸及び前記第２回転軸をそれぞれ前記吸込具本体に取り付ける支持部と
　を備え、
　前記開口部内において、前記第１回転軸は前記吸込口と略垂直に、前記第２回転軸は前
記吸込口と略平行にそれぞれ備えられ、前記第１風車及び前記第２風車は前記吸込口から
の吸気流により回転すること
　を特徴とする電気掃除機用吸込具。
【請求項５】
　前記第１風車が前記吸込口の略中心に設けられ、前記第２風車が前記第１風車の両側に
１つずつ設けられること
　を特徴とする請求項４に記載の電気掃除機用吸込具。
【請求項６】
　前記複数の第１毛束又は前記複数の第２毛束の代わりに清掃面を拭き上げるための布が
備えられること
　を特徴とする請求項４又は５に記載の電気掃除機用吸込具。
【請求項７】
　前記吸込具本体は、前記継手と前記開口部との間に延長管部を有すること
　を特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の電気掃除機用吸込具。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかに記載の電気掃除機用吸込具を備えたこと
　を特徴とする電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機用吸込具及びそれを用いた電気掃除機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　天井や壁面の高い位置に付着した塵埃を、電気掃除機で吸引除去するための吸込具に関
し、第１の従来技術として、専用ノズルの先端部に固定ブラシが植毛されたもの、例えば
「内管３２の先端には内管３２の外側面を覆うように設置され、使用時には先端吸気口１
１の前方部を塞ぐように可動して、吸気風を下方に調整できるように設けたブラシ３４が
可動自在に設けられ」た電気掃除機用吸込具が提案されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　また、第２の従来技術として、吸込具の先端部に回転ブラシが内包されているもの、例
えば「ファン体３２の先端面には吸込開口２２ｃから外部に突出すると共にブラシ２５よ
りも突出量が若干小さいブラシ３４が植毛され」た電気掃除機用吸込具が提案されている
（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３０８６９号公報（第８頁、図５及び図７）
【特許文献２】特開２００２－２３３４７９号公報（第６頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の特許文献１及び特許文献２の電気掃除機用吸込具の第１の課題として、どちらも
天井や壁面などの広い清掃面を掃除する道具としては、吸込口面積が小さすぎるという問
題点があった。そのためユーザは、吸込具を清掃面上で何度も往復させる必要があった。
　また、第２の課題として、掃除機を床に置いた状態では天井や高い壁面に吸込具が届か
ないため、掃除機本体を片手で持ち上げ、かつ片手で吸込具を清掃面に届かせるように操
作部を持ち上げ続けなければならなかった。
【０００６】
　上記の第２の課題に関し、居室の天井高さは建築基準法上２．１ｍ以上と決められてい
るが、一般的な居室の天井高さは約２．４ｍ以上であるのが現状である。したがって、従
来の掃除機では、蛇腹ホースの根元から吸込具先端までの合計長さが２．４ｍ程度しかな
く、真っ直ぐ伸ばして辛うじて天井面に届くという状態であった。
　また、掃除機本体の重量は約４ｋｇ、掃除機本体を除く蛇腹ホース、操作部、パイプ及
びノズルの合計重量は１ｋｇ以上あるため、それぞれを片手で持ち上げ続けるのは重労働
であった。それでも届かない場合は踏み台を使っていたため、ユーザが足を踏み外すなど
の危険性もあった。
　このように、天井や壁面の高い位置の掃除は、危険性を伴う重労働であるがゆえに掃除
を怠りがちになり、塵埃が堆積して除去しにくくなっていた。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、天井や壁面の高い
位置に付着した塵埃を迅速かつ容易に、また塵埃を舞い上がらせることなく吸引除去する
ことのできる電気掃除機用吸込具、及びそれを用いた電気掃除機を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る電気掃除機用吸込具は、吸引パイプが着脱自在に取り付けられる継手が一
端側に設けられ、塵埃を吸引するための開口部が他端側に設けられ、前記開口部の先端に
吸込口が形成される吸込具本体と、前記開口部内に設けられ、複数の翼部と、前記複数の
翼部の一端が取り付けられた回転軸とをそれぞれ備え、前記吸込口からの吸気流により回
転する複数の風車と、前記風車の少なくとも前記複数の翼部の他端に取り付けられた複数
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の毛束と、前記回転軸を前記吸込具本体に取り付ける支持部とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明においては、天井や壁面の高い位置に付着した塵埃をはたき落としながら、その
塵埃を速やかに吸引除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１乃至５に係る電気掃除機の全体構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機用吸込具の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る電気掃除機用吸込具を吸込口側から見た図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る電気掃除機用吸込具の断面図である。
【図５】本発明の実施の形態３に係る電気掃除機用吸込具の断面図である。
【図６】本発明の実施の形態３に係る電気掃除機用吸込具を吸込口側から見た図である。
【図７】本発明の実施の形態４に係る電気掃除機用吸込具の断面図である。
【図８】本発明の実施の形態５に係る電気掃除機用吸込具を吸込口側から見た図である。
【図９】(a) 本発明の実施の形態５に係る第２風車の斜視図の一例である。(b) 本発明の
実施の形態５に係る電気掃除機用吸込具の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る電気掃除機１００の全体構成を示す概略図である
。
　図１に基づいて、電気掃除機１００の構成の概略について説明する。なお、図１を含め
、各図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
【００１３】
　図１に示すように、電気掃除機１００は、掃除機本体１０１と、掃除機本体１０１の前
面に設けられた本体吸気口１０２に着脱自在に装着されるホースユニット１０７とを有す
る。
　ホースユニット１０７は、本体吸気口１０２に接続される蛇腹状のホース１０４と、ホ
ース１０４の先端側に設けられる手元ハンドル１０５と、手元ハンドル１０５の先端側に
接続される吸引パイプ１０９と、吸引パイプ１０９の先端に接続される着脱自在の吸込具
１０とを有する。吸込具１０から吸い込まれた塵埃等のゴミを含む空気は、吸引パイプ１
０９及びホース１０４を通過し、掃除機本体１０１へと吸い込まれる。
【００１４】
　また、手元ハンドル１０５には、電源操作部１０６が設けられている。この電源操作部
１０６には、ユーザからの指示を受け付ける動作スイッチ１０８が設けられており、動作
スイッチ１０８が操作されることによって、電気掃除機１００の動作が開始又は終了する
ようになっている。
【００１５】
　次に、本発明の実施の形態１に係る吸込具１０の構造について説明する。
　図２は、本発明の実施の形態１に係る吸込具１０の断面図（図１の吸込具１０に示した
、矢印部分における断面図）であり、図３は、本発明の実施の形態１に係る吸込具１０を
吸込口側から見た図である。
　図２において、吸込具本体１１は、吸引パイプ１０９が着脱自在に取り付けられる継手
１２を一端側に有し、他端側には塵埃を吸引するための開口部１３を有している。開口部
１３の先端には吸込口１４が形成されている。
【００１６】
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　開口部１３の内部には、吸込口１４からの吸気流により回転する複数個の風車１５が備
えられている。風車１５は複数枚の板状の翼部１６を有しており、翼部１６の一端は回転
軸１８に軸支され、翼部１６の他端には複数の毛束１７が備えられている。毛束１７は、
ナイロンなどの合成樹脂または馬毛、豚毛などの天然素材により形成されている。また開
口部１３の内部には、風車１５を回転自在に軸支するための回転軸１８と、回転軸１８を
開口部１３の内部に取り付けるための支持部１９とを備えている。
【００１７】
　次に、動作について説明する。
　上記のように構成された吸込具１０においては、掃除機本体１０１を運転させ、吸込具
１０を天井や高い壁面に軽く押し当てながら清掃面に沿って動かすことにより、清掃面に
付着した塵埃を除去することができる。清掃面の塵埃は、毛束１７の回転によって清掃面
からはたき落され、あるいは引き剥がされて離脱される。離脱した塵埃は、吸込口１４か
ら吸込具本体１１に入り、吸引パイプ１０９を通って掃除機本体１０１内の集塵室（図示
せず）に捕集される。
【００１８】
　以上のように、本実施の形態１に係る吸込具１０を備える電気掃除機１００によって、
毛束１７を清掃面に軽く押し当てて回転させることで、清掃面に付着した塵埃をはたき落
としたり、摩擦力で引き剥がすことができる。そして、引き剥がされた塵埃をそのまま吸
込口１４から吸引して吸い出すため、塵埃を室内に舞い上げることもなく衛生的に清掃す
ることができる。
【００１９】
　また、従来の吸込具に比べて吸込口１４の面積が広く、かつ複数個の風車１５を配設し
ているため、清掃面を何度も往復させる必要がなく、迅速かつ容易に掃除することができ
る。なお本実施の形態１では、図３に示すように、吸込口１４の長手方向に３個の風車１
５を配設しているが、縦横に複数個ずつ配設してもよい。
【００２０】
　また、図２に示すように、毛束１７の毛先を内側に曲げることにより、塵埃を清掃面か
ら引き剥がしやすく、また吸込口１４の中心側に集めて吸引することができる。なお、手
元から清掃面までの距離が離れているため、清掃面に対する力加減が不安定になることが
起こり得るが、吸込口１４の周りに弾性体（クッション）を設けることにより、仮に吸込
具１０を清掃面にぶつけても、清掃面及び吸込具１０自体を傷付けることを抑制できる。
なお、吸込口１４の周りに備えられる弾性体の素材の例としては、ゴムやフェルトなどが
挙げられる。また風車１５の回転軸１８においてバヨネット結合方式（ＢＮＣコネクタな
ど）や、ねじ結合方式により着脱可能な構造にすれば、風車を外して洗うことができるし
、また傷んだ場合、交換できる。ここでバヨネット結合方式とは、部材同士を相互に円周
方向に回転させ、係止部を結合させる方式である。
【００２１】
実施の形態２．
　図４は、本発明の実施の形態２に係る吸込具２０の断面図を示すものである。
　図２との違いは、延長管２３が開口部１３と継手２２との間に設けられている点である
。吸込具２０は継手２２を介して、電気掃除機１００に付属している手元ハンドル１０５
に接続して使用する。図２の吸込具１０の場合、天井や高い壁面など掃除機本体１０１か
ら離れた場所を掃除するとき、吸込具１０が届きにくい可能性がある。そこで本実施の形
態２では、掃除機本体１０１から離れた場所でも容易に掃除できるように、開口部１３と
継手２２との間に延長管２３を設けた。
【００２２】
　次に、動作について説明する。
　本実施の形態２において、継手２２の部分と開口部１３とは延長管２３で連結されてお
り、延長管２３を備えることで、吸込具２０の全体の長さは１．５ｍ程度になる。
　図１の吸引パイプ１０９の長さは約０．８ｍであるが、天井や壁面の高い位置を掃除す
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るときには、吸引パイプ１０９を外して、吸込具２０の継手２２を直接手元ハンドル１０
５に接続すればよい。これにより、長さ約１．３ｍの蛇腹ホース１０４及び約０．３ｍの
手元ハンドル１０５と合わせて、蛇腹ホース１０４の根元から吸込具２０の先端までの合
計長さは約３．１ｍとなり、平均的な天井高さ約２．４ｍよりも長くなる。
【００２３】
　以上のように、本実施の形態２に係る吸込具２０は、継手２２の部分と開口部１３とが
延長管２３で連結された場合、蛇腹ホース１０４の根元から吸込具２０の先端までの長さ
が約３．１ｍとなり、平均的な天井高さ約２．４ｍよりも長くなる。したがって、天井や
壁面の高い位置を掃除するときでも、掃除機本体１０１を持ち上げることなく、床面に置
いたままの状態で吸込具２０を清掃面に届かせて掃除することができる。なお、上記で示
した長さの数値は一例であり、それらに限定されるものではない。
【００２４】
　また、延長管２３が十分長いので手を高く上げる必要もなく、ユーザの体の正面付近で
電源操作部１０６を持って吸込具２０を動かすことができる。さらに、延長管２３の重量
を小さくすれば、その分、負担を軽減して掃除することができる。なお、延長管２３の軽
量化は、管径を小さくすることにより実現できる。従来、電気掃除機のヘッド部は重いた
め、強度を確保するために太いパイプが必要であったが、吸込具２０は軽いため、延長管
２３の管径を小さくしても強度的に十分耐えることができる。
【００２５】
　さらに、開口部１３と延長管２３との接続部が折れ曲がる構造にすれば、清掃面に対し
吸込口１４を密着させて塵埃をはたき落としたり、引き剥がすことができる。ここで、接
続部が折れ曲がる構造とは、接続部が回転自在で清掃面との成す角度を変えられる構造を
いう。また、家具と家具の狭い隙間の奥などを掃除するときにも、吸込口１４を隙間の奥
まで差し込んで塵埃を吸引除去することができる。
【００２６】
実施の形態３．
　図５は、本発明の実施の形態３に係る吸込具３０の断面図である。また図６は、本発明
の実施の形態３に係る吸込具３０を吸込口側から見た図である。
　図２では、毛束１７が吸込口１４の端部から外側へはみ出さないように、風車１５の翼
部１６の先端に植毛されていた。図５及び図６では、風車１５の翼部１６の先端が吸込口
１４より内側に収まるようにして、かつ毛束３１の先端が吸込口１４の端部より外側には
み出すような長さとしている。
【００２７】
　次に、動作について説明する。
　本実施の形態３において、風車１５の翼部１６の先端は吸込口１４より内側に収まるよ
うにし、かつ毛束３１の先端は吸込口１４の端部より外側にはみ出すようにしている。風
車１５の翼部１６が吸込口１４より内側に収まっているので、吸込口１４を清掃面に押し
付けても風車１５の翼部１６は清掃面に接触することはない。また、毛束３１の先端が吸
込口１４の端部より外側にはみ出しているため、毛束３１の先端が清掃面の隅々にまで行
き届く。
【００２８】
　上記のように、本実施の形態３に係る吸込具３０は、毛束３１の先端が吸込口１４の端
部より外側にはみ出しているため、毛束３１の先端が清掃面の隅々にまで行き届き、塵埃
が付着し取れにくくなった清掃面を、隅々まできれいに掃除することができる。なお本実
施の形態３では、図６に示すように、吸込口１４の長手方向に３個の風車１５を配設して
いるが、縦横に複数個ずつ配設してもよい。
【００２９】
実施の形態４．
　図７は、本発明の実施の形態４に係る吸込具４０の断面図である。
　図５との違いは、図７において、風車１５の翼部１６の一端と他端との間の清掃面側に
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、毛束自体を回転軸１８と略平行に向けた翼部毛束４１が植毛されている点である。
【００３０】
　次に、動作について説明する。
　本実施の形態４において、風車１５の翼部１６の清掃面側に、毛束自体を吸込口１４に
向けて植毛された翼部毛束４１は、吸込口１４を清掃面に押し当てたときに毛先が清掃面
に対し略垂直に当たる。このように、翼部毛束４１の毛先が清掃面に対し略垂直に当接す
るため塵埃への作用力が大きく、塵埃を清掃面から強力にはたき落としたり、引き剥がす
ことができる。
【００３１】
実施の形態５．
　図８は、本発明の実施の形態５に係る吸込具５０を吸込口側から見た図である。
　また、図９(a)は開口部１３の内部に備えられる第２風車５４の斜視図であり、図９(b)
は図８に示した吸込具５０を長手方向に切った断面図を示している。まず、吸込具５０の
構造と、図４に示す吸込具２０の構造との共通部分について説明する。
【００３２】
　吸込具５０は、図４の吸込具２０と同様に、一端側に手元ハンドル１０５に着脱自在に
取り付けるための継手２２と、他端側に塵埃を吸引するための吸込口１４とを備えている
。さらに吸込具５０は、継手２２の部分と開口部１３とを連結する延長管２３を備えてい
る。また開口部１３の先端には、吸込口１４が形成されている。
【００３３】
　次に、本実施の形態５に係る吸込具５０に関し、図４に示す構造と異なる部分について
説明する。図８及び図９(b)において、吸込具５０は第１風車５１を有する。第１風車５
１は、開口部１３内部の略中央部分に配設され、清掃面に対して略直交の軸周りに回転す
る。また、第１風車５１の翼部５２ａの先端に、第１毛束５２ｂが植毛されている。また
、吸込具５０には第１風車５１を回転自在に軸支するための第１回転軸５３が備えられて
いる。
【００３４】
　さらに、図８及び図９(a)(b)に示すように、吸込具５０は第２風車５４を有する。第２
風車５４は第１風車５１の左右両側に配設され、清掃面に対して略平行の軸周りに回転す
る。第２風車５４の第２翼部５５ａの先端には、第２毛束５５ｂが植毛されている。また
、吸込具５０には第２風車５４を回転自在に軸支するための第２回転軸５６と、第２回転
軸５６を吸込具５０に取り付けるための支持部（図示せず）が備えられている。また、第
２風車５４が有する第２翼部５５ａは、第２回転軸５６の軸方向に長い略長方形の板形状
となっている。
【００３５】
　図９(a)では、第２風車５４が第２翼部５５ａを４枚有する例を示したが、この枚数に
限定されるものではない。また、第２翼部５５ａどうしの成す角度に関しても、特定の角
度に限定されるものではない。
【００３６】
　次に、動作について説明する。
　上記のように構成された吸込具５０においては、掃除機本体１０１を運転させ、吸込具
５０を天井や高い壁面に軽く押し当てながら清掃面に沿って動かすことにより、清掃面に
付着した塵埃を除去する。清掃面の塵埃は、第１毛束５２ｂ及び第２毛束５５ｂの回転に
よって清掃面からはたき落され、あるいは引き剥がされて離脱する。離脱した塵埃は、吸
込口１４から吸込具本体１１に入り、吸引パイプ１０９を通って、掃除機本体１０１内の
集塵室（図示せず）に捕集される。
【００３７】
　第１風車５１と第２風車５４の動作の違いは、吸込具５０を清掃面に押し当てたとき、
第１風車５１の第１毛束５２ｂは清掃面に接触した状態で回転するのに対し、第２風車５
４の第２毛束５５ｂは清掃面に衝突しながら回転するという点である。
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【００３８】
　上記のように、本実施の形態５に係る吸込具５０は、第１毛束５２ｂ及び第２毛束５５
ｂを清掃面に軽く押し当てて吸気流により回転させることで、清掃面に付着した塵埃をは
たき落としたり、摩擦力で引き剥がしてそのまま吸込口１４から吸引して吸い出すことが
できる。したがって、塵埃を室内に舞い上げることもなく衛生的に清掃作業が行える。ま
た、従来の吸込具に比べて吸込口１４の面積が広く、かつ複数個の風車を配設しているの
で、清掃面を何度も往復させる必要がなく、迅速かつ容易に掃除することができる。
【００３９】
　また、吸込具５０を清掃面に押し当てたとき、第１風車５１に設けられた第１毛束５２
ｂが清掃面に接触した状態で回転するため、塵埃に作用する力が比較的小さく、付着力の
弱い塵埃をはたき落すことができる。それに対し、第２風車５４に設けられた第２毛束５
５ｂは、清掃面に衝突しながら回転するため、塵埃に作用する力が第１毛束５２ｂに比べ
て大きく、清掃面にこびり付いた塵埃を容易に引き剥がすことができる。
【００４０】
　なお、第１風車５１の第１翼部５２ａ又は第２風車５４の第２翼部５５ａに、毛束の代
わりに布などを取り付ければ、清掃面に付着した塵埃のはたき落しや引き剥がしを行うと
同時に、清掃面を拭き上げる効果が得られる。上記の布としては、不織布など安価で交換
可能なものを用いるとよい。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　吸込具（実施の形態１）、１１　吸込具本体、１２　継手、１３　開口部、１４
　吸込口、１５　風車、１６　翼部、１７　毛束、１８　回転軸、１９　支持部、２０　
吸込具（実施の形態２）、２１　吸込具本体、２２　継手、２３　延長管、３０　吸込具
（実施の形態３）、３１　毛束、４０　吸込具（実施の形態４）、４１　翼部毛束、４２
　被清掃面、５０　吸込具（実施の形態５）、５１　第１風車、５２ａ　第１翼部、５２
ｂ　第１毛束、５３　第１回転軸、５４　第２風車、５５ａ　第２翼部、５５ｂ　第２毛
束、５６　第２回転軸、１００　電気掃除機、１０１　掃除機本体、１０２　本体吸気口
、１０３　コード、１０４　ホース、１０５　手元ハンドル、１０６　電源操作部、１０
７　ホースユニット、１０８　動作スイッチ、１０９　吸引パイプ。
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